
地方自治体の地域生活支援事業への補助金のあり方についての意見書 

 

 障害者自立支援法では、地方自治体の事業として位置づけている地域生活支援事業

に対する国の補助が、その実績に対する補助ではないため移動支援やコミュニケーシ

ョン事業、日中一時支援事業等、障害者が安心して地域生活を送るために必要な福祉

サービスの提供や支援・基盤整備は地方自治体の財源不足から支障を来しており、こ

のままでは地域で孤立する障害者をつくりだしかねない。 

 障害者が地域で住民とともに安心して生活を送ることができるようにするためにも、

地域生活支援事業に対する国の補助は、自治体の実績に対し50％を国の負担金制度と

されるよう要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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